
（１）玄海1号機の運転終了及び安全協定改定の経緯
　玄海1号機は、九州初の原子力発電所として、昭和50年10月に営業運転を開
始して以来、約39年間、九州地域に電力を供給しましたが、平成27年4月27日に
運転を終了しました。
　玄海1号機の運転終了に伴い、佐賀県と玄海町では、今後行われる廃止措置が

定協るす関に保確全安の所電発力子原「、めたるす認確をとこるれさ施実に全安
止廃、に日81月11年72成平、しととこう行を定改な要必ていつに）定協全安（」書

措置を事前了解事項とするなどの改定を行いました。
　平成27年12月22日、改定された安全協定に基づき、佐賀県と玄海町は、九州
電力から玄海原子力発電所1号機の廃止措置に係る事前了解願いの提出を受け

提出しました。
　その後、平成29年4月19日に原子力規制委員会は玄海1号機の廃止措置計画を

ました。また、九州電力は、同日、原子力規制委員会へ「廃止措置計画認可申請書」を

認可し、佐賀県と玄海町は、平成29年7月12日に事前了解しました。
　玄海1号機では、平成29年7月13日から廃止措置が開始されています。

玄海１、２号機の運転終了及び廃止措置計画

年 月日 内容

H27

H28

H29

3.18
九州電力は、玄海原子力発電所1号機の運転終了を決定し、佐賀県及び玄海
町へ報告（電気工作物変更届を経済産業大臣へ届出）

4.27 玄海1号機　運転終了

11.18 安全協定の改定（一部を変更する協定の締結、覚書の交換）

12.22 九州電力は、安全協定第4条に基づき、 玄海1号機の廃止措置について、佐賀
県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは「廃止措置計画」を認可申請）

9.16 九州電力は、国へ玄海1号機の廃止措置に伴う保安規定変更認可申請

7.13 九州電力は、玄海1号機の廃止措置を開始

2.24 九州電力は、廃止措置計画の一部及び保安規定の一部を補正

3.14 九州電力は、廃止措置計画の一部を補正

4.19 国は、玄海1号機の廃止措置計画を認可及び玄海原子力発電所の保安規定
の変更を認可

7.12 佐賀県及び玄海町は、玄海1号機の廃止措置に係る事前了解について九州電
力に回答
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認可し、佐賀県と玄海町は、平成29年7月12日に事前了解しました。
　玄海1号機では、平成29年7月13日から廃止措置が開始されています。

玄海１、２号機の運転終了及び廃止措置計画

年 月日 内容

H27

H28

H29

3.18
九州電力は、玄海原子力発電所1号機の運転終了を決定し、佐賀県及び玄海
町へ報告（電気工作物変更届を経済産業大臣へ届出）

4.27 玄海1号機　運転終了

11.18 安全協定の改定（一部を変更する協定の締結、覚書の交換）

12.22 九州電力は、安全協定第4条に基づき、 玄海1号機の廃止措置について、佐賀
県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは「廃止措置計画」を認可申請）

9.16 九州電力は、国へ玄海1号機の廃止措置に伴う保安規定変更認可申請

7.13 九州電力は、玄海1号機の廃止措置を開始

2.24 九州電力は、廃止措置計画の一部及び保安規定の一部を補正

3.14 九州電力は、廃止措置計画の一部を補正
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11 （２）玄海２号機の運転終了
　玄海2号機は､昭和56年3月に営業運転を開始して以来､約38年間、九州地域
に電力を供給しましたが、平成31年4月9日に運転を終了しました。
　九州電力では、玄海2号機の廃止措置（廃炉、解体撤去までの作業）は既に廃止
措置中の玄海1号機との同時作業になるため、先行する1号機の工程を2号機と
合わせたものに見直し、原子力規制委員会へそれぞれの廃止措置計画の認可に
ついて申請（変更認可申請）しました。
　その後、令和2年3月18日に原子力規制委員会はそれぞれの廃止措置計画に
ついて認可（変更認可）し、佐賀県と玄海町は、令和2年6月8日に事前了解しました。
　玄海2号機では令和2年6月29日から廃止措置が開始されています。

年 月日 内容

H31

R2

R1

2.13
九州電力は、玄海原子力発電所2号機の運転終了を決定し、佐賀県及び玄海
町へ報告

4. 9 玄海2号機　運転終了（電気工作物変更届を経済産業大臣へ届出）

9. 3
九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海2号機の廃止措置及び玄海1号機
の廃止措置計画変更について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出
（国へは「廃止措置計画」及び「廃止措置計画変更」を認可申請）

9.27
九州電力は、国へ玄海2号機の廃止措置計画及び1号機の廃止措置計画変
更に伴う保安規定変更認可申請（同年12月17日、令和2年1月17日、2月27日一
部補正）

2.27 九州電力は、事前了解願い及び廃止措置計画認可申請等を一部補正

3.18 国は、玄海2号機の廃止措置計画及び玄海1号機の廃止措置計画変更を認
可並びに玄海原子力発電所保安規定の変更を認可

6. 8 佐賀県及び玄海町は、玄海2号機の廃止措置及び玄海1号機の廃止措置計
画変更に係る事前了解について九州電力に回答

6.29 九州電力は、玄海2号機の廃止措置を開始
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（３）玄海1、2号機の廃止措置計画の概要
　廃止措置の工事は、放射能の減衰や放射性物質の除染作業に伴う被ばく低減等
の観点から、4つの期間に区分されて実施されます。
　①解体工事準備期間
　　設備の汚染状況の調査、汚染の除去、汚染のない2次系設備の解体撤去、等
　②原子炉周辺設備等解体撤去期間
　　放射能レベルの比較的低い設備の解体撤去、等
　③原子炉等解体撤去期間
　　原子炉容器、蒸気発生器等の解体撤去、等
　④建屋等解体撤去期間
　　建屋の解体撤去、等
　九州電力では、安全確保を最優先に、関係法令を遵守しつつ、汚染の状況調査
の結果を踏まえ、被ばく低減や廃棄物の発生量を低減するため、より良い除染や
解体の方法を検討し、必要に応じて国の認可を受けながら計画の変更を行ってい
くこととしており、令和36年度（2054年度）の廃止措置完了を計画しています。

年 月日 内容

R2

R3

9. 8

九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更
について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは廃止措置計画
の変更認可申請）
※規則の改正に伴い、性能維持施設の機能を明記。

12. 2 九州電力は、事前了解願い及び廃止措置計画変更認可申請を一部補正

12.25 国は、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更を認可

1.14 佐賀県及び玄海町は、玄海1、2号機の廃止措置計画変更に係る事前了解に
ついて九州電力に回答
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（３）玄海1、2号機の廃止措置計画の概要
　廃止措置の工事は、放射能の減衰や放射性物質の除染作業に伴う被ばく低減等
の観点から、4つの期間に区分されて実施されます。
　①解体工事準備期間
　　設備の汚染状況の調査、汚染の除去、汚染のない2次系設備の解体撤去、等
　②原子炉周辺設備等解体撤去期間
　　放射能レベルの比較的低い設備の解体撤去、等
　③原子炉等解体撤去期間
　　原子炉容器、蒸気発生器等の解体撤去、等
　④建屋等解体撤去期間
　　建屋の解体撤去、等
　九州電力では、安全確保を最優先に、関係法令を遵守しつつ、汚染の状況調査
の結果を踏まえ、被ばく低減や廃棄物の発生量を低減するため、より良い除染や
解体の方法を検討し、必要に応じて国の認可を受けながら計画の変更を行ってい
くこととしており、令和36年度（2054年度）の廃止措置完了を計画しています。

年 月日 内容

R2

R3

9. 8

九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更
について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは廃止措置計画
の変更認可申請）
※規則の改正に伴い、性能維持施設の機能を明記。

12. 2 九州電力は、事前了解願い及び廃止措置計画変更認可申請を一部補正

12.25 国は、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更を認可

1.14 佐賀県及び玄海町は、玄海1、2号機の廃止措置計画変更に係る事前了解に
ついて九州電力に回答

年 月日 内容

R4

R5

12.28

R7 1.29

九州電力は、安全協定第4条に基づき、玄海1、2号機の廃止措置計画の変更
について、佐賀県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは廃止措置計画
の変更認可申請）
※使用済燃料プールの冷却が不要になったため、冷却に係る設備を性能維持
　施設から除外。廃棄物処理機能を2号機側の設備に集約。

9.11 国は、玄海１、２号機の廃止措置計画の変更を認可

11.20 佐賀県は、玄海１、２号機の廃止措置計画変更に係る事前了解について九州
電力に回答

11.21 玄海町は、玄海１、２号機の廃止措置計画変更に係る事前了解について九州
電力に回答

九州電力は、安全協定第４条に基づき、玄海１、２号機の廃止措置計画の変更
について、県及び玄海町へ事前了解願いを提出（国へは廃止措置計画の変
更認可申請）
※第２段階（原子炉周辺設備等解体撤去期間）で実施する具体的な作業内
容を追加記載。
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